
 
 
 

 

行  動  計  画  書  
職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることに

よって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のとおり行動計画を

策定する。  
 

平成２９年７月２７日  
                        

株式会社  麻生圓兵衛商店                                   

代表取締役  麻生  哲志  
 
１ 計画期間   平成２９年８月１日から平成３４年７月３1 日までの５年間  
 
 
２ 内 容  

目標１ 計画期間内に、妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、職員に対

する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備を図る。  
＜  対  策  ＞  
・平成２９年８月  子育てを行う者又は行おうとしている者について、妊娠中や出産後

の女性職員の職業生活と健康確保について、具体的ニーズの調査  
・平成２９年８月  妊娠中や出産後の女性職員の健康の確保について、相談窓口の開設

を職員に通知  
・平成２９年８月～ 妊娠中や出産後の女性職員の健康の確保について、制度周知等に関

する相談窓口を開設  
 
 

目標２ 計画期間内に、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備とし

て、職員の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項に

ついての周知を図る。  
＜  対  策  ＞  
・平成２９年８月  職員の具体的ニーズの調査、母性健康管理についての情報収集  
・平成２９年８月～ 職員の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する

事項についての周知  
・平成２９年８月～ 育児休業が取得し易いように業務体制を整備・検討  
・平成２９年８月～ 育児休業中の職員で希望する者を対象とする職場復帰のための説明

会を随時開催  
・平成２９年８月～ 休業取得者が発生した場合、必要に応じて代替職員を整備  

 
 

目標３ 計画期間内に、育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく

育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知を図る。  
＜  対  策  ＞  
・平成２９年８月  育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休

業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度について、役

職者に対し説明会の実施  
・平成２９年８月～ 産前産後休業、育児･介護休業（短時間勤務措置）などの諸制度の説

明会又はミーティングを年に１回以上実施  
 
 

 
 
 


